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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

インドネシアにおけるタックスヘイブン対策税制（Controlled Foreign Corporation Rule）のアップデー
ト

インドネシア財務省（以下「MoF」）は、2017 年 7 月 27
日付けで被支配外国法人（Controlled Foreign 
Corporation：以下「CFC」）に対するタックスヘイブン対

策税制（以下「CFC ルール」）の導入のための 2017 年

度財務省規定第 107 号（以下「PMK-107」）を発行した。

このルールは、被支配外国法人が支払う配当金に係る

外国税額控除に関する 2008 年財務省規定第 256 号

（以下「PMK-256」）および 2002 年財務省通達第 164
号（以下「KMK-164」）の一部を無効にするものである。

この新しい CFC ルールは、2017 年度から有効となる。 

(1) 被支配外国法人（CFC）判定要件 

CFC ルールは、インドネシア納税者の非上場外国企業

に対する所有権に適用される。PMK-256 では直接的ま

たは間接的な所有権に言及していないが、PMK-107 で

は以下のように直接的および間接的な CFC の判定基

準を明示している。 

 直接的な CFC（direct CFC）は、インドネシア納税者

が単独でまたはインドネシアの他の納税者と共同で

払込資本の少なくとも 50％を直接的に所有する外国

法人である 
 間接的な CFC（indirect CFC）とは、その株式の少な

くとも 50％がインドネシアの納税者および直接的・間

接的 CFC によって所有されている外国法人、インド

ネシア納税者と他のインドネシア納税者が直接的・間

接的な CFC を通じて共同で所有している外国法人、

または直接的・間接的 CFC によって所有されている

外国法人である 

出資額は、インドネシア納税者の年度末時点の所有割

合であり、以下のいずれかをいう。 

1. 非上場外国法人が発行した払込資本の総額、 ま

たは 
2. 非上場外国法人が発行した議決権を有する払込

資本の総額 

PMK-107 に基づき、CFC ルールは子会社の各階層に

適用され、50％の基準は各階層毎に適用される。 

(2) 信託（Trust） 

CFC が信託または類似の事業体を通じて所有されてい

る場合、そのような信託または類似の事業体の種類に

かかわらず判定される。つまり、信託を通じて CFC を所

有する権利保有者でも一定の支配力を有する限り依然

として CFC ルールの適用対象となることを意味する。こ

の CFC ルールが適用される場合、複数の税金が（信託

のタイプに応じて）権利保有者と信託の双方に課税され

る場合がある。 

(3) みなし配当（Deemed Dividend）のタイミング 

みなし配当の認識時期に関する変更はない。すなわち

CFC が年間の所得税申告書を提出する義務がある場

合には申告書提出締切日後 4 カ月、または CFC が年

間の所得税申告書を提出する義務がない場合や年次所

得税申告書の提出期限が定められていない場合には、

会計年度終了後 7 カ月となる。 

(4) みなし配当の計算 

みなし配当は、直接的 CFC の税引後純利益に当該直

接的 CFC に対する株式保有割合を乗じて算定される。

PMK-107 は、間接的 CFC によるみなし配当の計算の

ための新しい条項を規定している。課税ベースは間接的

CFC の税引後純利益に間接的 CFC が保有する直接的

CFC に対する有効株式所有割合を乗じて算定される。 

CFC の税引後純利益は、CFC の居住する国において

適用される会計原則および実際に支払った税金に基づ

いて算定されていることに注意する必要がある。さらに、

当該純利益には CFC が稼得したその他の収益/利益も

含まれる。 

PMK-107 のもう一つの重要な特徴は、みなし配当は過

去 5 年間で直接的 CFC から受領した実際の配当金と

相殺することができることである。 受領した実際の配当
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金がみなし配当金よりも大きい場合、その差額は所得税

の課税対象となり、実際の配当金を受領した年度の所得

税申告書において申告することになる。 

(5) 外国税額控除（Foreign Tax Credit） 

インドネシア納税者は、直接的 CFC から受領した配当

金に対して支払ったまたは源泉された所得税額を、次の

限度のうちいずれか低い金額で、納税時または源泉時

の会計年度に税額控除することができる。 

1. 租税条約で定められた税率 
2. 実際に支払うべきまたは支払われた外国所得税 
3. 直接的 CFC から受領した配当とみなし配当額の

割合に、そのみなし配当に対する所得税を乗じた

金額。みなし配当に対する所得税は、課税所得に

対するみなし配当の割合に、支払うべき所得税額

を乗じて計算される 

外国税額控除を申請するには、直接 CFC に関する所定

の書類を国税総局（DGT）に提出する必要がある。 

計算の定義と例についての詳細な説明は、PMK-107 の

添付文書に記載されている。 
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